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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月12日(2012.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体積層体と第１の電気的な接続層を含んでおり、
　前記半導体積層体は電磁ビームの生成に適した活性層を有し、
　前記第１の電気的な接続層は、複数のコンタクト面を備えた半導体積層体に接触し導電
的にコンタクト形成する、発光ダイオードチップにおいて、
　前記半導体積層体において不均一な電流密度分布が半導体積層体の主要延在面に沿った
コンタクト面の面密度の不均一な分布によって所期のように設定され、
　それによって、前記半導体積層体又は発光ダイオードチップの主要出射面の第１の領域
が、前記半導体積層体又は発光ダイオードチップの主要出射面の少なくとも１つの第２の
領域よりも少なくとも３倍高い照射強度又は照明強度を有するように構成されたことを特
徴とする発光ダイオードチップ。
【請求項２】
　前記主要出射面の第１の領域の照射強度又は照明強度は、第２の領域よりも少なくとも
５倍高い、請求項１記載の発光ダイオードチップ。
【請求項３】
　前記第１の接続層は、少なくとも１０個のコンタクト面を有している、請求項１または
２記載の発光ダイオードチップ。
【請求項４】
　不均一な電流分布は、半導体積層体内の非対称な電流分布であり、該非対称な電流分布
は、半導体積層体の主要延在面に沿ったコンタクト面の面密度の非対称な分布によって所
期のように設定される、請求項１から３いずれか１項記載の発光ダイオードチップ。
【請求項５】
　主要出射面が平面図で見て長い区間の形態を有しており、前記主要出射面が、中央にお
いて当該主要出射面の長手区間と垂直に交差する境界線を備えた２つの半部に想定的に分
割され、前記２つの半部のうちの一方の領域における平面図で見た場合の複数のコンタク
ト面の総数又は総面積が、他方の半部領域におけるものよりも少なくとも１５％大きい、
請求項１から４いずれか１項記載の発光ダイオードチップ。
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【請求項６】
　主要出射面が平面図で見て長い区間の形態を有しており、前記主要出射面が、全長の１
／３の箇所と２／３の箇所において当該主要出射面の長手区間と垂直に交差する複数の境
界線を備えた３つの１／３領域に想定的に分割され、平面図で見た場合の中央に位置する
１／３領域における複数のコンタクト面の総数又は総面積が、外側の２つの１／３領域に
おけるものよりも少なくとも３０％大きい、請求項１から５いずれか１項記載の発光ダイ
オードチップ。
【請求項７】
　第１の電気的な接続層が、主要出射面とは反対側にある当該半導体積層体の裏側に配設
されている、請求項１から６いずれか１項記載の発光ダイオードチップ。
【請求項８】
　第２の電気的な接続層が設けられており、第１及び第２の電気的な接続層は、半導体積
層体の相互に対向している側に配設されている、請求項１から７いずれか１項記載の発光
ダイオードチップ。
【請求項９】
　第２の電気的な接続層が設けられており、該第２の電気的な接続層は、半導体積層体の
裏側にも配設され、横方向において第１の電気的な接続層に重畳し、さらに第１の電気的
な接続層に対して電気的に絶縁されており、前記第１の電気的な接続層の少なくとも１つ
の部分領域が、裏側から活性層の貫通孔部を通って主要出射面への方向に延在している、
請求項１から７いずれか１項記載の発光ダイオードチップ。
【請求項１０】
　発光ダイオードチップから放射される円錐状ビームが、自動車のロービーム用の放射密
度分布に相応する放射密度分布を有している、請求項１から９いずれか１項記載の発光ダ
イオードチップ。
【請求項１１】
　前記主要出射面は、平面図で見て非対称な形態を有している、請求項１から１０いずれ
か１項記載の発光ダイオードチップ。
【請求項１２】
　主要出射面は、平面図で見て、主要出射面の外側において専ら１５５°乃至１７５°の
間の角度を形成するような２つの縁部区間を有している、請求項１から１１いずれか１項
記載の発光ダイオードチップ。
【請求項１３】
　主要出射面の第１の領域は、２つの縁部区間に当接するか、当該２つの区間の１つから
最大で５０μｍの距離だけ離間している、請求項１から１２いずれか１項記載の発光ダイ
オードチップ。
【請求項１４】
　主要出射面が平面図で見て長い区間の形態を有しており、該主要出射面の幅は、所定の
箇所または領域において少なくとも局所的な最小値を有しており、前記所定の箇所又は領
域には、主要出射面の長手区間に沿って両方向に向かってその幅が拡大し続ける区間が続
いている、請求項１から１３いずれか１項記載の発光ダイオードチップ。
【請求項１５】
　半導体積層体の主要出射面が、複数の構造化ユニットを備えた構造化部分を有しており
、前記構造化部分は、第１の横方向延在部と、該第１の横方向延在部に対して直角方向に
向いた第２の横方向延在部及び／又は垂直方向延在部を有しており、それらは、電磁ビー
ムの最大放射の波長の０.２倍以上から電磁ビームの最大放射の波長の５倍以下の値を有
している、請求項１から１４いずれか１項記載の発光ダイオードチップ。
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